
証券コード 3409
2022年６月14日

株 主 各 位
石川県白山市福留町201-１

北日本紡績株式会社
取締役社長 粕 谷 俊 昭

第99回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第99回定時株主総会を下記により開催いたし

ますので、ご通知申し上げます。なお、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のために、株主様には可能な限り
書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同
封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2022年６月28日（火曜日）午後５時15分までに到着す
るようご返送いただきたくお願い申し上げます。

◎接触感染リスク軽減のため、前年に引き続きお土産の配
布を取りやめさせていただきます。何卒ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2022 年 ６ 月 29 日 ( 水 曜 日 ) 午 前 10 時

２．場 所 石川県白山市西新町152番地７

グランドホテル白山

２階 グローリーホール

３．目的事項

報告事項 １．第99期（2021年４月１日から2022年３
月31日まで）事業報告及び連結計算書
類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第99期（2021年４月１日から2022年３
月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書

用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算

書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネ

ット上の当社ウェブサイト(https://www.ktbo.co.jp)に

掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、長引く新

型コロナウイルス感染症の影響やロシア、ウクライ

ナ紛争での原油高による包装資材をはじめとする資

機材の値上がり、輸送費コストの上昇、新規人員確

保の問題など、極めて厳しい状況で推移いたしまし

た。

当社は、2021年１月に2022年３月期から2024年３

月期を対象とする新中期経営計画を策定し、既存事

業である紡績事業及びテキスタイル事業の強化に取

り組むとともにプラスチックのリサイクル事業の開

始や抗菌抗ウイルス紡績糸の開発などの新規事業を

推進し、業績改善に努めてまいりました。

既存の紡績事業は自動車関連を中心に主力アラミ

ド繊維の生産回復が寄与し、順調に推移しておりま

すが、テキスタイル事業は海外市場での新型コロナ

ウイルス感染症の影響による需要減継続及び人員確

保の問題による国内供給体制の遅れなどで大幅に計

画を下回りました。

また、リサイクル事業においては、経営基盤強化

のため昨年2021年９月に東樺化成株式会社（本社静

岡県静岡市）のリサイクル部門を事業譲受し、引き

続き2021年11月に金井産業株式会社（本社山口県周

南市）の全株式を取得し、着実に事業基盤の構築を

実行しましたが、増産に必要な作業人員の確保が遅

れ、当該連結会計年度の収益には大きく貢献できま

せんでした。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高

830,451千円となり、営業損失140,408千円、経常損

失129,149千円、親会社株主に帰属する当期純損失

128,098千円となりました。
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(紡績事業）

当連結会計期間における受注状況は、当期首から

需給が好転し、全体生産量は656ｔ（対前年度比

26.9％増）となりました。この要因は主力であるア

ラミド繊維が自動車生産関連のⅤ字回復に伴い増量

となったこと、また、高級インナー用紡績糸につき

ましてもユニフォーム向けなどが受注回復となった

ことによるものであります。紡績事業の当連結会計

年度の業績は、売上高329,151千円、営業利益

22,197千円となりました。

(テキスタイル事業）

中東向け生地販売において、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて海外市場の需要減少が継続

し、厳しい状況が続きました。更に加工場のコンテ

ナ不足及び物流費の高騰などによる商品の加工出荷

の遅れのため、当初計画していた販売数量を大きく

下回る結果となりました。今後は、今春のラマダン

セールの販売状況を注視しながら、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を考慮に入れた上で来シーズンに

向けて増販と加工出荷の体制立て直しに励んでまい

ります。

この結果、テキスタイル事業の当連結会計年度の

業績は、売上高296,102千円、営業利益4,060千円と

なりました。

（ヘルスケア事業）

既存商材の不織布マスクは、前連結会計年度末か

らの業界内の競争激化等といった事業環境の変化に

より受注が減少しております。しかしながら、新規

需要家として生活協同組合から純国産マスクの品質

面、ＪＩＳ規格適合品であることが評価され2021年

７月から継続的に受注をいただいております。

子会社である株式会社中部薬品工業では、既存商

品のリニューアル販売が2021年９月より開始いたし

ましたが、旧商品との入替に伴う返品が発生いたし

ました。一方で、新商品の企画につきましては、予

定より遅れたものの2022年３月から販売開始し、ド

ラックストアチェーンでの取扱が確定していること

から、翌連結会計年度には順調に販売できる見込み
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となっております。

この結果、ヘルスケア事業の当連結会計年度の業

績は、売上高100,120千円、営業損失35,784千円と

なりました。

（リサイクル事業）

当連結会計年度より新たに開始したリサイクル事

業においては、第三者割当により調達した資金を有

効に活用してＭ＆Ａを展開し、2021年９月には事業

譲受によって静岡県掛川市に新たな生産拠点を獲得

いたしました。フレコンバックの廃材を活用したプ

ラスチックリサイクル事業での生産状況が好調に推

移しております。

また、2021年11月には山口県周南市の金井産業株

式会社の全株式を取得し、当第３四半期連結会計年

度末より新規連結しております。各種プラスチック

廃材をリサイクル資材として、加工販売しており、

2021年12月以降も生産が好調であったことから、グ

ループ全体の売上高を増加させる要因となりまし

た。その他、本社工場内にもプラスチックリサイク

ル事業用設備を新規設置し、2021年12月より加工生

産を開始して出荷販売が進んでおりますが、増産に

必要な作業人員の確保が遅れ、収益事業計画には未

達となりました。

上記のとおり、他社の事業基盤を迅速に吸収し本

格参入を行いながら、翌連結会計年度において紡績

事業に並ぶ収益を獲得することを予定しておりま

す。

この結果、リサイクル事業の当連結会計年度の業

績は、売上高104,931千円、営業損失3,705千円とな

りました。

なお、各セグメントに配分していないセグメント

損益の調整額は、全社費用127,295千円であり、主

にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

当連結会計年度の配当につきましては誠に遺憾な

がら引き続き無配とさせていただきたいと存じま

す。株主の皆様には、今後ともなお一層のご理解と

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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(2) 資金調達の状況
当社グループは、当連結会計年度において、Ｍ

＆Ａによる事業推進のための投資を行うとともに、

財務基盤の安定化を図るため、第三者割当増資と

して新規発行株式及び新株予約権の発行とその行

使による資金調達を実施し、378,164千円を調達い

たしました。

(3) 設備投資の状況
当年度は新規事業への本格参入のための設備取

得を行い、投資額は、80,480千円となりました。

この主な内訳は、本社工場内での不織布マスク製

造設備拡充に26,192千円、本社敷地内でのプラス

チックリサイクル事業用設備の設置に37,298千円

（建設仮勘定を含む。）でした。なお、設備の除却

等について重要なものはありません。
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(4) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

単位：百万円（未満切捨)

期 別

区 分

2018年度
第96期

2019年度
第97期

2020年度
第98期

2021年度
第99期

(当連結会計年度)

売 上 高 ― ― 615 830

経常利益(△損失） ― ― △101 △129

親会社株主に帰属する
当期純利益(△純損失)

― ― △61 △128

１株当たり当期純利益(△純損失) ―円 ―円 △5.69円 △7.87円

純 資 産 ― ― 867 1,080

総 資 産 ― ― 1,816 2,070

（注）第98期より連結計算書類を作成しているため、第97期以

前の各数値は記載しておりません。

② 当社の財産及び損益の状況
単位：百万円（未満切捨)

期 別

区 分

2018年度
第96期

2019年度
第97期

2020年度
第98期

2021年度
第99期

(当事業年度)

売 上 高 454 590 615 716

経常利益(△損失） △3 △48 △99 △112

当期純利益（△純損失） △7 △49 △61 △131

１株当たり当期純利益(△純損失) △0.86円 △5.74円 △5.69円 △8.06円

純 資 産 558 465 867 1,077

総 資 産 1,353 1,328 1,682 1,868
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(5) 対処すべき課題

当社グループは、継続的かつ安定的な収益基盤を

確立して企業価値を高めることを目標としておりま

す。今後も経営環境は、長引く新型コロナウイルス

感染症の影響及び原油高、円安などによるインフレ

により先行きは不透明な状況で推移する見通しとな

っております。

当社グループといたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に留意しながらも、紡績事業の生

産性向上と自社ブランド新製品の開発、テキスタイ

ル事業の更なる拡販、ヘルスケア事業の効果的な販

売ポートフォリオ構築、リサイクル事業への本格参

入と生産体制強化に取り組み、業績改善に努めてま

いります。

【継続企業の前提に関する重要事象等】

当社グループは、第96期から連続して営業損失を

計上しており、当連結会計年度においても140,408

千円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

も160,982千円のマイナスとなっております。こう

した状況から当社グループには継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し

ております。

当社グループは、2021年１月に2022年３月期から

2024年３月期までの新中期経営計画を策定し、以下

の対応策を実施しております。

① 紡績事業及びテキスタイル事業の強化

紡績事業は、取引先との連携強化、研究開発の迅

速化により高機能繊維の開発に取り組み、自社ブラ

ンドの確立を図ってまいります。

テキスタイル事業は、グレードの多様化による販

売強化に取り組んでおります。

② ヘルスケア事業のポートフォリオ変更

ヘルスケア事業は、「ＫＩＴＡＢＯ」ブランドに

よる不織布マスクの製造販売から、連結子会社であ

る中部薬品工業を中核としたオーラルケア用品や健

康補助食品の開発強化を主に取り組みます。
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③キャッシュ・フローの改善

資金面では、前年度に株主割当増資により調達し

た資金を有効に活用しており、キャッシュ・フロー

状態は悪化していないものの、引き続き、新株予約

権行使促進等の資金政策を勘案しながら進めてまい

ります。

④Ｍ＆Ａによる新規事業への本格参入

本年度の第三者割当により調達した資金を活用し

てリサイクル事業において、自社での新規設備導入

に加え、Ｍ＆Ａにて他社の事業基盤を取得し、紡績

事業に並ぶ第二の柱として強化に努めます。

これらの対応策を進めていくことにより、当連結

会計年度末において、継続企業の前提に関する重要

な不確実性は認められないものと判断しておりま

す。
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(6) 主要な事業内容

事業部門 主 要 製 品 名

紡績事業 産業資材用ポリエステル短繊維・アラミド短繊維

テキスタイル事業 中東及び東南アジア向け民族衣装生地の販売

ヘルスケア事業
不織布マスク及びオーラルケア用品等各種衛生
関連品の製造販売

リサイクル事業
プラスチック廃材の加工製造及びプラスチック
資材の販売

(7) 主要拠点等

① 当社

当 社 本 社 石川県白山市福留町201番地１

松 任 工 場 石川県白山市福留町201番地１

東 京 本 社
東京都中央区日本橋人形町2-29-9
ひまわり日本橋人形町ビル６階

大 阪 営 業 所
大阪府大阪市中央区南本町１丁目５-15
ディワンチャンドビル８階

掛 川 工 場 静岡県掛川市浜川新田1906-１

② 子会社

㈱中部薬品工業 愛知県北名古屋市石橋惣作23番地１

金 井 産 業 ㈱ 山口県周南市若山２丁目２番13号

(8) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

74名 8名増

② 当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

66名 4名増 44.3歳 14.5年
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(9)重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 当社の議決権比率 主な事業の内容

㈱中部薬品工業 100％
ヘルスケア製品の製造及び販売
健康補助食品の企画販売

金井産業㈱ 100％ 各種プラスチック廃材のリサイクル資材への加工製造

(10)主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 残 高

株式会社北國銀行 449百万円

(11)その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項

(1) 株式の状況(2022年3月31日現在）

① 発行可能株式総数 36,150,800株

② 発行済株式の総数 17,155,803株

（自己株式 244,091株を除く。）

③ 当事業年度末の株主数 4,290名

④ 上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

合同会社サクセスインベストメント 1,278千株 7.44％

ＡＳＩＡ ＰＬＡＳＴＩＣ ＶＩＣ
ＴＯＲＹ ＰＴＥ.ＬＴＤ.

877千株 5.11％

直山 秀人 653千株 3.80％

アダージャキャピタル有限責任事業
組合

472千株 2.75％

正井 宏治 380千株 2.21％

帝人株式会社 350千株 2.04％

鷲津 有一 350千株 2.04％

村上 栄 340千株 1.98％

株式会社ティスコ 301千株 1.75％

足立 裕亮 292千株 1.70％

(注) 1. 持株比率は、自己株式（244,091株）を控除して計算し
ております。

2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3. 持株比率のパーセントは小数点第３位以下を切り捨て

て表示しております。

(2) 当社の新株予約権等に関する事項
① 当事業年度末日に当社役員が有する職務執行の対

価として交付された新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

② 当事業年度末日に当社使用人、子会社役員及び使
用人に対して職務執行の対価として交付された
新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況
当社は2022年３月31日に第1回新株予約権が失効し

たことから、2,530個（帳簿価格1,786千円）の全てを

戻入処理し、同額を新株予約権戻入益に計上しており

ます。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2022年3月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

粕谷 俊昭 代表 取締役社長

内田 俊夫 取締役 国際人材サポート協同組合代表理事

篠原顕二郎 取締役

本 秀行 取締役（常勤監査等委員）

望月 徹 取締役（監査等委員） インブリッジ㈱代表取締役

川崎 豊 取締役（監査等委員） 国 会 議 員 秘 書

(注)1.取締役望月徹氏及び川崎豊氏は、社外取締役でありま
す。

2.取締役望月徹氏及び川崎豊氏は、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として届け出ております。

3.取締役望月徹氏の兼職先であるインブリッジ㈱と当社と
の間には特別の関係はございません。

(2) 常勤の監査等委員の選定の有無及び

その理由
当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、

取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び
重要な社内会議における情報共有並びに内部統制
室と監査等委員会との十分な連携を可能にするた
め、本秀行氏を常勤の監査等委員として選定して
おります。

(3) 責任限定契約の内容の概要
取締役（業務執行取締役等である者を除く）で

ある本秀行、望月徹及び川崎豊の３氏と当社は、
会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限
度とする責任限定契約を締結しております。
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(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、役員等

賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており
ます。保険料は全額会社が負担しております。

対象となる保険事故は、取締役が職務上行った
行為（不作為を含む）に起因して、株主、投資家、
従業員その他第三者から損害賠償請求を提起され
た場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費
用を負担することによって被る損害に対するもの
であります。なお、故意又は重過失に起因する損
害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

(5) 取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に

関する事項
当社は、2021年２月12日開催の取締役会で取締

役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、
決定方針という。）を定めております。当社の個々
の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針としており
ます。取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）の
みで構成し、役位、職責、貢献度、業績を考慮し
ながら、総合的に勘案して決定しております。

取締役の個人別の報酬額については、取締役会
決議に基づき取締役社長がその具体的な内容につ
いて委任を受けるものとしております。取締役の
個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締
役社長が作成した報酬案を取締役会において審議
しており、その内容は決定方針に沿うものである
と判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する

事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年６月29日開催

の第93回定時株主総会において月額700万円以内と
決議されております（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の
取締役の員数は４名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬額は、2016

年６月29日開催の定時株主総会において月額80万
円以内と決議しております。当該定時株主総会終
結時点の監査等委員である取締役の員数は３名で
あります。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任

に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定について

は、取締役会決議に基づき取締役社長粕谷俊昭が
その具体的な内容について委任を受けるものとし、
その権限の内容は、個々の取締役の基本報酬の額
であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績
を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うこ
とについて、取締役社長が最も適しているからで
あります。

④ 取締役の個人別の報酬等

区 分 支給人員 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）
（う ち 社 外 取 締 役）

３名
(―名)

16,020千円
(―千円)

取 締 役 （監 査 等 委 員）
（うち社外取締役）

３名
(２名)

3,000千円
(1,200千円)

合 計 ６名 19,020千円

(6) 社外役員に関する事項
① 社外役員の主な活動状況

氏 名 区 分 主な活動状況

望月 徹
取締役

（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会10回
全てに、監査等委員会６回全て
に出席し、当社のガバナンス及
び経営全般について適宜発言を
行っております。

川崎 豊
取締役

（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会10回
全てに、監査等委員会６回全て
に出席し、当社のガバナンス及
び経営全般について適宜発言を
行っております。

② 社外役員が果たすことが期待される役割に関して行

った職務の概要
業務執行者から独立した客観的な立場で業務執

行の監督の役割を果たすこと、また、経営全般に
適切な助言をいただくことを期待しております。
当期におきましては、取締役会において業務執行
取締役の業務執行状況、当社のガバナンス及び経
営全般に関して助言を行っていただき、当社のガ
バナンス経営に寄与していただきました。
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４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

史彩監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

19,300千円

②当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額 19,300千円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、
会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等を明確に区分し
ておらず、実質的にも区分できないため、
当連結会計年度に係る報酬等の額にはこ
れらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会にて、当連結事業年度の監査計画

の内容、過年度の監査計画と実績の状況などを確

認し、当事業年度における当社の事業展開を踏ま

えて検討した結果、当連結事業年度の監査時間及

び報酬額の見積りについて妥当であると判断した

ため、会計監査人の報酬等の額につき、同意を行

っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第

１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査

人を解任いたします。この場合、監査等委員会が

選定した監査等委員は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人
による経営管理体制をとっております。取締役は、
職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するために担当する部署の内部統制を整備すると
ともに必要な諸規則を制定し、周知徹底を図ると
ともに取締役会規則を遵守しております。また、
グループ会社においても必要な諸規則を制定し、
重要事項の事前承認や報告を受けることにより業
務の適正を確保しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に対する体制

当社は、「文書管理規程」その他の社内規定に則
り、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電
磁的媒体にて記録し、関連文書とともに保存・管
理しております。取締役は、いつでもこれを閲覧
することができます。

(3) 損失の危険に関する規定その他の体制
当社グループは、業務執行に係るリスクに関し

て、各関係部門においてそれぞれ予見されるリス
ク分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化し
ております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制

当社グループは、取締役会、経営会議の各規定、
組織規定等により、各取締役及び使用人の分掌と
権限を定めております。

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確
保するための体制

当社の子会社に対し、コンプライアンスの確保、
会計基準の同一性確保等グループ一体となった内
部統制の維持・向上を図っております。
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(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を
置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項及び当該使用人の取締役から
の独立性に関する事項

当社は、現在、監査等委員会の職務を補助する
使用人はおりませんが、監査等委員会から求めら
れた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的
な範囲で配置することとしております。また、当
該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決
定には、監査等委員会の事前の同意を得ることに
より、取締役からの独立性を確保することとして
おります。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告す
るための体制、その他の監査等委員会への
報告に関する体制

当社グループが決定する重要事項は、監査等委
員に報告することとし、更に内部監査室担当者が
行う監査の結果、会社に損害を及ぼすおそれのあ
る事実を発見したときは遅滞なく報告いたします。
監査等委員へ報告した者に対して、報告したこと
を理由として人事上の制裁処分その他不利益な取
り扱いは行わないものといたします。

また、監査等委員は代表取締役と定期的に会合
を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事
項について意見交換を行うとともに、会社の重要
会議に出席し、重要な意見決定や業務執行状況を
把握いたします。更に、監査が実効的に行われる
ことを確保するために関連部門が監査等委員補助
を行うこととしております。

(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費

用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理

に係る方針に関する事項
監査等に係る諸費用については、当該監査等委

員の職務の執行に必要でないと認められた場合を
除き、監査等委員の請求により当該費用又は債務
を処理することとしております。
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(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、金融商品取引法に基づく内部

統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ
整備の一環として位置付け、組織の業務全体に係
わる財務情報を集約したものである財務報告の信
頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内
部統制の有効かつ効率的な整備・運用を行うこと
としております。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制整備
当社グループは、健全な社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、これ
らの勢力、団体との取引はもちろんのこと、不当
な要求に対しても毅然とした態度で臨み、これを
拒絶します。当社グループにおける反社会的勢力
排除に向けた体制としては、総務部を対応部署と
して情報の集約を図り、顧問弁護士及び警察等関
連機関との連携により適切に対応します。
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６．業務の適正を確保するための体制の

運用状況の概要
当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備し、
その基本方針に基づき以下の取り組みを行ってお
ります。

(1) 取締役の職務執行について
取締役は当事業年度において取締役会を10回開

催し、法令及び定款その他諸規則に基づく適法性
及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう業務執
行の決定及び取締役の職務執行の監督を行いまし
た。

(2) 監査等委員の職務執行について
監査等委員は当事業年度において監査等委員会

を６回開催し、監査等委員会において定めた監査
計画に基づき監査を実施しております。また、取
締役会及び経営会議等重要な会議への出席や、代
表取締役、会計監査人並びに内部監査室と情報交
換等を行い、取締役の職務執行の監査、内部統制
システムの整備及び運用状況を確認しております。

(3) コンプライアンスについて
コンプライアンス違反行為や疑義のある行為等

を報告した者が、当該報告を理由として不利な扱
いを受けないことを確保するために、報告した使
用人の異動、人事評価等に関し不利な取り扱いを
しないよう徹底しております。

(4) 内部監査の実施について
内部監査室は、監査計画に基づき、当社の各部

門の業務執行の内部統制監査を実施しております。
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連結貸借対照表
（2022年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (負債の部)

流 動 資 産 567,837 流 動 負 債 577,028

現 金 及 び 預 金 308,628 支払手形及び買掛金 46,331

受取手形及び売掛金 116,756 短 期 借 入 金 431,500

商 品 及 び 製 品 85,731 1年内返済予定の長期借入金 16,696

仕 掛 品 17,857 リ ー ス 債 務 1,048

原材料及び貯蔵品 18,300 未 払 消 費 税 等 3,996

そ の 他 20,562 未 払 法 人 税 等 8,335

固 定 資 産 1,502,366 賞 与 引 当 金 7,038

有 形 固 定 資 産 1,198,427 そ の 他 62,082

建物及び構築物 100,866 固 定 負 債 412,804

機械装置及び運搬具 91,576 長 期 借 入 金 184,133

工 具 器 具 備 品 7,622 リ ー ス 債 務 4,091

リ ー ス 資 産 3,407 繰 延 税 金 負 債 9,033

土 地 973,669 再評価に係る繰延税金負債 202,560

建 設 仮 勘 定 21,285 退職給付に係る負債 12,525

無 形 固 定 資 産 101,742 そ の 他 460

ソ フ ト ウ エ ア 440

リ ー ス 資 産 0 負 債 合 計 989,832

電 話 加 入 権 97 （純資産の部）

の れ ん 101,204 株 主 資 本 614,516

投資その他の資産 202,196 資 本 金 1,117,704

投 資 有 価 証 券 166,595 資 本 剰 余 金 416,299

敷金及び保証金 31,738 利 益 剰 余 金 △886,637

繰 延 税 金 資 産 2,612 自 己 株 式 △32,851

そ の 他 1,249 その他の包括利益累計額 464,200

その他有価証券評価差額金 20,623

土地再評価差額金 443,577

新 株 予 約 権 1,654

純 資 産 合 計 1,080,371

資 産 合 計 2,070,203 負債・純資産合計 2,070,203
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連結損益計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 830,451

売 上 原 価 747,629

売 上 総 利 益 82,821

販売費及び一般管理費 223,230

営 業 損 失 ( △ ) △140,408

営 業 外 収 益

受 取 利 息 14

受 取 配 当 金 8,225

不 動 産 賃 貸 料 8,180

為 替 差 益 5,687

補 助 金 収 入 1,121

そ の 他 3,962 27,193

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,198

新 株 発 行 費 4,536

そ の 他 1,200 15,934

経 常 損 失 ( △ ) △129,149

特 別 利 益

投資有価証券売却益 8,643

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,786 10,430

特 別 損 失

減 損 損 失 7,389 7,389

税金等調整前当期純損失(△) △126,108

法人税、住民税及び事業税 4,191

法 人 税 等 調 整 額 △2,201 1,989

当 期 純 損 失 ( △ ) △128,098

親会社株主に帰属する当期純損失(△) △128,098
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連結株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 929,449 228,044 △758,538 △32,828 366,126

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 100,001 100,001 200,003

新株の発行（新株予約権の行使） 88,253 88,253 176,507

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失(△)

△128,098 △128,098

自己株式の取得 △22 △22

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 188,255 188,255 △128,098 △22 248,389

当 期 末 残 高 1,117,704 416,299 △886,637 △32,851 614,516

その他の包括利益累計額

新株
予約権

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 55,580 443,577 499,158 1,786 867,071

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 200,003

新株の発行（新株予約権の行使） 176,507

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失(△)

△128,098

自己株式の取得 △22

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

△34,957 △34,957 △132 △35,089

当 期 変 動 額 合 計 △34,957 △34,957 △132 213,299

当 期 末 残 高 20,623 443,577 464,200 1,654 1,080,371
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連結注記表

継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関す

る注記
1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 2社

連結子会社の名称 株式会社中部薬品工業

金井産業株式会社

(2) 連結の範囲の変更

当連結会計年度より、株式の取得により金井産業株式会社を

子会社化したため、連結の範囲に含めております。

2.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

3.会計方針に関する事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの…移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

たな卸資産

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く)

主として定額法を採用しております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ４～12年

工 具 器 具 備 品 ４～10年

②無形固定資産（リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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(3)引当金の計上基準

①貸倒引当金 …………期末現在の売掛債権その他の債権額

に対し、債権内容その他相手先の財

政状態等により、合理的に見積もっ

た額を計上しております。

なお、この方法により算出した貸倒

引当金はありませんので、計上して

おりません。

②賞与引当金 …………従業員賞与の支出に充てるため、支

給見込額により計上しております。

(4)重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア

事業、リサイクル事業等の商品の販売を行っており、これらの

商品の販売については、出荷時から当該商品又は製品の支配が

顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、商品

の出荷時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務

を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。

4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務の見込額を計上しております。

②消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお
ります。

③のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間から10年間で均等償却し

ております。
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会計方針の変更
（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準
の適用指針」の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020
年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当連結
会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
それとともに、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に定める
代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売におい
て、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を
認識しております。

また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会
計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
りますが、当連結会計年度の利益剰余金期首残高に与える影
響はありません。

この結果、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響は
ありません。
なお、表示方法の変更もありません。

「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計
基準の適用指針」等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号
2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当
連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及
び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019
年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ
て適用することとしております。なお、当連結会計年度の連
結計算書類に与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価
のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行っておりま
す。
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会計上の見積りに関する注記
1.繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

繰延税金資産 2,612千円

繰延税金負債 9,033千円

(2) その他の情報

将来減算一時差異等に対して、将来加算一時差異の解消
に係るスケジューリング及び将来の事業計画に基づく課税
所得の見積りに基づいて繰延税金資産を算定しております。
課税所得の見積は、取締役会によって承認された事業計画
に基づき行っております。事業計画における主要な仮定は、
主要な販売先の状況や各商品の需要等であります。

なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動な
どによって影響を受ける可能性があり、課税所得の実績が
見積りと異なった場合、翌連結会計年度の繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。

2.固定資産に係る減損損失の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

有形固定資産 1,198,427千円
無形固定資産 101,742千円
減損損失 7,389千円

(2) その他の情報

固定資産につきましては、減損の兆候がある場合には、
当該事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総
額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識
の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必
要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳
簿価額の減額は減損損失として計上しています。各事業か
ら得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取
締役会で承認された事業計画を基礎としており、設備の稼
働率、主要販売先の状況や各商品の需要等の外部的要因を
主要な仮定として織り込んでおります。これらの仮定は不
確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な
影響を及ぼす可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記
1.担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

投資有価証券 118,135千円

建物及び構築物 30,773千円

土地 733,253千円
合計 882,162千円

(2) 担保に係る債務

買掛金 17,722千円

１年以内返済予定の長期借入金 8,316千円

長期借入金 40,840千円

短期借入金 431,500千円

合計 498,378千円

2.有形固定資産の減価償却累計額 2,292,181千円

3.土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金

を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10
年３月31日公布政令第119号）第２条第３号
に定める地方税法第341条第10号の土地課税
台帳に登録されている価額及び同第２条第
４号に定める地方税法第16条に規定する地
価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額を算定するために国税庁長官が定めて
公布した方法により算定した価額に合理的
な調整を行って算定しております。

・再評価を行った年月日……………2000年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 67,058千円

4.受取手形及び売掛金

受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の

金額は、それぞれ以下のとおりであります。

受取手形 12,732千円

売掛金 104,023千円

5.前受金

流動負債のその他のうち、顧客との契約から生じた債務の金

額は、以下のとおりであります。

前受金 3,609千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1.当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 17,399,894株

2.当連結会計年度末の自己株式の種類及び株式数

普通株式 244,091株

3.当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 1,438,300株
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金融商品に関する注記

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に関する取組方針

当社グループは、資金運用は短期的な預金等に限定し、

資金調達は、銀行等金融機関からの借入による方針であり

ます。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するた

めに利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リ

スクは、取引先ごとに債権の期日管理及び残高管理を行う

とともに、信用調査等を実施することによりリスク低減を

図っております。

投資有価証券は株式であり、市場リスクや発行会社の業

績変動リスクがあります。四半期ごとに時価や発行会社の

財務状況等の把握を行い、当該企業との関係を勘案して保

有意義の見直しを行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期

日が１年以内となっております。

短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達で

あります。

また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスク

は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計

画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為

替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約

であります。なお、ヘッジ手段は為替予約であり、ヘッジ

対象は外貨建売上債権、外貨建買入債務及び外貨建予定取

引であり、外貨建債権債務の残高及び成約高の範囲内でヘ

ッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッ

ジする方針です。また、ヘッジの有効性の評価の方法は、

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動の比率により有効性を評価しており

ます。ただし、外貨建てによる同一金額で同一期日の為替

予約を割り当てた場合は有効性の評価を省略しております。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日(当期の決算日)における連結貸借対照表計上

額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。
（単位：千円）

連結貸借対
照表計上額

(※1)
時価（※1) 差額

(1)投資有価証券
その他有価証券

154,940 154,940 ―

資産計 154,940 154,940 ―

(1)長期借入金 (200,829) (200,210) (618)

負債計 (200,829) (200,210) (618)

(※1) 負債に計上されているものについては、( ）で表示して
おります。

（※2）「現金及び預金」については現金であること、預金は短期
間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。また、「受取手形及び売
掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」についても短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。

（※3）市場価格のない株式等（非上場株式 連結貸借対照表計上

額11,504千円）は、「投資有価証券 その他有価証券」には含

めておりません。

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可
能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しており
ます。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における

（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接

的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して

算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使
用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が
最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 154,940 ― ― 154,940

資産計 154,940 ― ― 154,940
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(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 200,210 ― 200,210

負債計 ― 200,210 ― 200,210

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係る
インプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式

は活発な市場で取引されているため、そのため時価をレベル
１の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間

及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

1.賃貸等不動産の概要

当社は、石川県の鳳珠郡能登町において賃貸用の土地を

有しております。

2.賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度

における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価

の算定方法

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 決算日にお
ける時価当期首残高 当期増減額 当期末残高

56,801 ― 56,801 57,301

(注) 時価の算定方法は、「固定資産税評価額」に基づいて自

社で算定した金額であります。

3.賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は2,249千円（賃貸収
益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であり
ます。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

紡績事業
テキスタイ
ル事業

ヘルスケア
事業

リサイクル
事業

計
その他
（注）1

合計

売上高

アラミド 266,020 ― ― 266,020 ― 266,020

ポ リ テ
ロン

30,106 ― ― 30,106 ― 30,106

そ の 他
紡績

33,023 ― ― 33,023 ― 33,023

衣 装 用
生地
販売

― 296,102 ― 296,102 ― 296,102

不 織 布
マスク ― ― 20,033 20,033 ― 20,033

そ の 他
衛生
関 連 製
品

― ― 80,086 80,086 ― 80,086

プ ラ ス
チ ッ ク
リ サ イ
ク ル 製
品

― ― ― 104,931 104,931 ― 104,931

その他 ― ― ― ― ― 146 146

顧 客 と
の 契 約
か ら 生
じ る 収
益

329,151 296,102 100,120 104,931 830,305 146 830,451

外 部 顧
客 へ の
売上高

329,151 296,102 100,120 104,931 830,305 146 830,451

(注）１.「その他」の区分は浄水器のレンタル等の事業でありま
す。

２．収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関

する注記」の「(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を
理解するための情報

顧客との契約から生じた契約負債の金額は、3,609千円で
あります。当該金額は、連結貸借対照表上、流動負債の
「その他」で表示しております。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 62.87円

１株当たり当期純損失金額 △7.87円

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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企業結合に関する注記

（事業譲受による企業結合）
当社は、2021年８月31日開催の取締役会において、東樺化成

株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：張森、以下「東樺
化成」）よりプラスチックペレット製造販売事業を譲り受けるこ
とについて決議し、2021年９月１日を契約日として、2021年９月
10日に事業を譲り受けております。

１.企業結合の概要

（1）事業譲渡企業の名称及び事業の内容
①事業譲渡企業の名称 東樺化成株式会社
②事業の内容 プラスチックペレット製造販売

（2）企業結合を行った主な理由
当社は、2021年１月12日に発表した中期経営計画において
リサイクル事業を新規事業に掲げております。

本格的なリサイクル事業に進出するためには、優良な廃
プラスチック提供元を発掘すると同時にプラスチックペレ
ット加工施設の増設が必要になることから、東樺化成より
仕入先、プラスチックペレット加工施設及び技術ノウハウ
を譲り受けることでリサイクル事業をより加速できると判
断いたしました。

（3）企業結合日

2021年９月10日
（4）企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受
（5）結合後企業の名称

北日本紡績株式会社（掛川工場）
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として事業を譲り受けたためで
あります。

２.連結計算書類に含まれる取得した事業の業績の期間
2021年９月10日から2022年３月31日まで

３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 180,036千円(消費税除く）

取得原価 180,036千円

４.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び
償却期間

（1）発生したのれんの金額 45,279千円
（2）発生原因

主として、今後の事業展開によって期待される超過収益
力であります。

（3）償却方法及び償却期間 ５年間にわたる均等償却
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（取得による企業結合）
当社は、2021年10月４日開催の取締役会において、金井産業株

式会社（本社：山口県周南市）より株式を取得し子会社化するこ
とについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2021年11月
４日に全株式を譲り受けております。

１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及び事業の内容

①被取得企業の名称 金井産業株式会社
②事業の内容 プラスチックペレット製造及び販売

（2）企業結合を行った主な理由
当社は、上記（事業譲受による企業結合）に記載のとお

り、2021年１月12日に発表した中期経営計画においてリサイ
クル事業を新規事業に掲げ、既に東樺化成株式会社からプラ
スチックペレット加工施設及び技術ノウハウを譲り受けてお
りますが、引き続き国内各地で優良な廃プラスチック提供元
の発掘が必要であり同時にグループ内で、産業廃棄物収集運
搬業許可及び空間処理設備を所有しておくことがアドバンテ
ージとなることから株式を取得することといたしました。

（3）企業結合日
2021年11月４日（みなし取得日 2021年11月30日）

（4）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

（5）結合後企業の名称
金井産業株式会社

（6）取得した議決権比率
100.0％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として全株式を譲り受けたため
であります。

２.連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

2021年12月１日から2022年３月31日まで

３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 123,100千円

取得原価 123,100千円

４.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 3,920千円

５.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び
償却期間
(1) 発生したのれんの金額 63,318千円
(2) 発生原因

主として、今後の事業展開によって期待される超過収益力
であります。

(3) 償却方法及び償却期間 10年にわたる均等償却

追加情報に関する注記
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見
積り）
当社グループは新型コロナウイルス感染症の影響により受注量が事
業計画を下回っております。このような状況の中、翌連結会計年度
以降は、紡績・テキスタイル・ヘルスケア・リサイクル事業の需要
は当連結会計年度より回復するとの仮定に基づき、固定資産の減損
会計、繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っております。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (負債の部)

流 動 資 産 369,531 流 動 負 債 535,375

現金及び預金 176,317 支 払 手 形 2,635

売 掛 金 75,363 買 掛 金 26,556

商品及び製品 78,339 短 期 借 入 金 431,500

原材料及び貯蔵品 13,076 1年内返済予定の長期借入金 4,320

仕 掛 品 7,629 リ ー ス 債 務 1,048

前 渡 金 7,709 未 払 金 41,534

前 払 費 用 3,468 未 払 費 用 7,950

未 収 入 金 1,612 未払法人税等 7,980

そ の 他 6,014 預 り 金 1,219

固 定 資 産 1,499,325 賞 与 引 当 金 5,771

有 形 固 定 資 産 1,056,804 そ の 他 4,856

建 物 64,343 固 定 負 債 256,285

構 築 物 3,783 長 期 借 入 金 14,160

機械及び装置 89,860 リ ー ス 債 務 4,091

車 両 運 搬 具 624 繰延税金負債 9,033

工具器具備品 7,622 再評価に係る繰延税金負債 202,560

土 地 865,877 退職給付引当金 12,525

リ ー ス 資 産 3,407 関係会社事業損失引当金 13,454

建 設 仮 勘 定 21,285 そ の 他 460

無 形 固 定 資 産 40,437

ソフトウエア 440

リ ー ス 資 産 0

電 話 加 入 権 0 負 債 合 計 791,660

の れ ん 39,997 (純資産の部)

投資その他の資産 402,082 株 主 資 本 611,341

投資有価証券 166,445 資 本 金 1,117,704

関係会社株式 127,050 資 本 剰 余 金 416,299

敷金及び保証金 31,686 資 本 準 備 金 416,299

関係会社長期貸付金 76,900 利 益 剰 余 金 △889,812

利 益 準 備 金 178,500
その他利益剰余金 △1,068,312
従業員保護資金 13,000
配当引当積立金 10,000
固定資産圧縮積立金 37,094
繰越利益剰余金 △1,128,406

自 己 株 式 △32,851

評価・換算差額等 464,200

その他有価証券評価差額金 20,623

土地再評価差額金 443,577

新 株 予 約 権 1,654

純 資 産 合 計 1,077,196

資 産 合 計 1,868,856 負債・純資産合計 1,868,856
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損 益 計 算 書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 716,291

売 上 原 価 653,960

売 上 総 利 益 62,331

販売費及び一般管理費 183,720

営 業 損 失 ( △ ) △121,388

営 業 外 収 益

受 取 利 息 140

受 取 配 当 金 8,225

不 動 産 賃 貸 料 8,180

為 替 差 益 5,687

補 助 金 収 入 1,121

そ の 他 474 23,829

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,691

新 株 発 行 費 4,536

そ の 他 1,200 15,428

経 常 損 失 ( △ ) △112,986

特 別 利 益

投資有価証券売却益 8,643

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,786 10,430

特 別 損 失

関係会社株式評価損 4,001

減 損 損 失 7,389

関係会社事業損失引当繰入額 13,454 24,845

税引前当期純損失(△) △127,401

法人税、住民税及び事業税 3,871

法 人 税 等 調 整 額 ― 3,871

当 期 純 損 失 ( △ ) △131,273
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株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 929,449 228,044 228,044

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 100,001 100,001 100,001

新株の発行（新株予約権の行使） 88,253 88,253 88,253

固定資産圧縮積立金の取崩額

当 期 純 損 失 （△）

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 188,255 188,255 188,255

当 期 末 残 高 1,117,704 416,299 416,299

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益
剰余金
合 計

従 業 員
保護資金

配 当
引 当
積立金

固定資産
圧 縮
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 178,500 13,000 10,000 39,727 △999,766 △758,538 △32,828 366,126

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 200,003

新株の発行（新株予約権の行使） 176,507

固定資産圧縮積立金の取崩額 △2,633 2,633 －

当期純損失（△） △131,273 △131,273 △131,273

自 己 株 式 の 取 得 △22 △22

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － △2,633 △128,639 △131,273 △22 245,214

当 期 末 残 高 178,500 13,000 10,000 37,094 △1,128,406 △889,812 △32,851 611,341

評価・換算差額等
新 株
予 約 権

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 55,580 443,577 499,158 1,786 867,071

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 200,003

新株の発行（新株予約権の行使） 176,507

固定資産圧縮積立金の取崩額 －

当 期 純 損 失 （△） △131,273

自 己 株 式 の 取 得 △22

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

△34,957 △34,957 △132 △35,089

当 期 変 動 額 合 計 △34,957 - △34,957 △132 210,125

当 期 末 残 高 20,623 443,577 464,200 1,654 1,077,196
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個別注記表

継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式…移動平均法に基づく原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの…移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

たな卸資産

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く)

主として定額法を採用しております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

建物 ７～45年

構築物 10～35年

機械及び装置 ８～10年

工具器具備品 ４～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く)

主として定額法を採用しております。なお、自社利用の

ソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …………期末現在の売掛債権その他の債権額

に対し、債権内容その他相手先の財

政状態等により、合理的に見積もっ

た額を計上しております。

なお、この方法により算出した貸倒

引当金はありませんので、計上して

おりません。

(2) 賞与引当金 …………従業員賞与の支出に充てるため、支

給見込額により計上しております。

(3) 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

見込額を計上しております。

(4) 関係会社

事業損失引当金

…… 関係会社の事業に係る損失に備える

ため当事業年度末における損失負担

見込額を計上しております。

4． 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、紡績事業、テキスタイル事業、ヘルスケア

事業、リサイクル事業等の商品の販売を行っており、これらの

商品の販売については、出荷時から当該商品又は製品の支配が

顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、商品

の出荷時点で収益を認識しております。取引の対価は履行義務

を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。

5． 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。

(2)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間で均等償却しており
ます。

会計方針の変更
（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準
の適用指針」の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020
年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業
年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することとしております。そ
れとともに、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に定める代
替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、
出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時ま
での期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識
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しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会

計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
りますが、当事業年度の利益剰余金期首残高に与える影響は
ありません。

この結果、当事業年度の計算書類に与える影響はありませ
ん。
なお、表示方法の変更もありません。

「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計
基準の適用指針」等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号
2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を事
業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月
４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
することとしております。なお、計算書類に与える影響はあ
りません。

会計上の見積りに関する注記
1. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

繰延税金負債 9,033千円

(2) その他の情報

連結計算書類（連結注記表）「会計上の見積りに関する注

記 1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一

であります。

2. 有形固定資産に係る減損損失の認識の要否

(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

有形固定資産 1,056,804千円、無形固定資産 40,437千円

減損損失 7,389千円

(2) その他の情報

連結計算書類（連結注記表）「会計上の見積りに関する注

記 2.固定資産に係る減損損失の認識の要否」に記載した

内容と同一であります。
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貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

投資有価証券 118,135千円

建物 20,780千円

土地 716,442千円
合計 855,358千円

(2) 担保に係る債務

買掛金 17,722千円

１年以内返済長期借入金 4,320千円

短期借入金 431,500千円

長期借入金 14,160千円

合計 467,702千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,052,449千円

3. 子会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 143千円

長期金銭債権 76,900千円

4. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金

を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10
年３月31日公布政令第119号）第２条第３号
に定める地方税法第341条第10号の土地課税
台帳に登録されている価額及び同第２条第
４号に定める地方税法第16条に規定する地
価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額を算定するために国税庁長官が定めて
公布した方法により算定した価額に合理的
な調整を行って算定しております。

・再評価を行った年月日……………2000年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と
再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 と の 差 額 67,058千円

損益計算書に関する注記
子会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 9,386千円

営業取引以外の取引による取引高 126千円

株主資本等変動計算書に関する注記

１．当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 17,399,894株

２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 244,091株
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税効果会計に関する注記

繰延税金負債の発生原因は、その他有価証券評価差額金であり

ます。

関連当事者との取引に関する注記

（単位：千円）

種類
会社等
の名称

議決権
の所有
( 被 所
有 ) 割
合

関連当
事者と
の関係

取引
の
内容

取引
金額
(注１)

科目
期末
残高
(注１)

子会社
(株)
中部薬
品工業

所有
100％

当社製
品の販
売先
(注２)
役員の
兼任

マスク
製品の
販売

9,386 売掛金 17

機械
装置の
取得

25,672 ― ―

子会社
金 井
産 業
(株)

所有
100％

資金の
貸付先
及び
利息の
収受
(注３)
役員の
兼任

金銭の
貸付

76,900
関係会
社長期
貸付金

76,900

上記に
係る利
息の収
受

126
未収
入金

126

（注１）取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消
費税を含めております。

（注２）製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条
件と同様に決定しております。

（注３）利息については、当社の借入とほぼ同一の条件で約定利率
を決定しております。

（注４）固定資産の取得については、市場価格を勘案して、両社で
協議して決定しております。

収益認識に関する注記
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載

しているため、注記を省略しております。
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 62.69円

１株当たり当期純損失金額 △8.06円

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

追加情報に関する注記
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する
会計上の見積り）
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により受注量が事業計
画を下回っております。このような状況の中、翌事業年度以降
は、紡績・テキスタイル・ヘルスケア・リサイクル事業の需要
は当事業年度より回復するとの仮定に基づき、固定資産の減損
会計、繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っておりま
す。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2022年６月３日
北日本紡績株式会社

取締役会 御中

史彩監査法人

東京都港区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大塚 貴史

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 関 隆浩

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北日

本紡績株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北日本紡
績株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。

経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその
他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の
記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項は
ない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査当委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前
提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と

しての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価
する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並
びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連
結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とそ

の実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国
における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

― 46 ―



会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2022年６月３日
北日本紡績株式会社

取締役会 御中

史彩監査法人

東京都港区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大塚 貴史

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 関 隆浩

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、

北日本紡績株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日まで
の第99期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。

経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他
の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記
載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどう
か注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項は
ない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提
に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と

しての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価
する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並
びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成すること
が適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、
構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とそ

の実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国
における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日まで

の第99期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしま

した。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及
びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の
状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施し
ました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、
会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査しました。また、子会社については、子
会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を
実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び

その附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書
並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、

会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしく

は定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当で

あると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。
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(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人史彩監査法人の監査の方法及び結果は、相
当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人史彩監査法人の監査の方法及び結果は、相

当であると認めます。

2022年６月３日

北日本紡績株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 本 秀行 ㊞

監 査 等 委 員 望月 徹 ㊞

監 査 等 委 員 川崎 豊 ㊞

(注) 監査等委員望月徹、川崎豊は、会社法第２条第15号及び
第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

①将来における事業規模の拡大等に備え、機動的

かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行

定款第６条（発行可能株式総数）に定める当会社の

発行可能株式総数を36,150,800株から、69,599,576

株に増加させるものであります。

②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法

律第70 号）附則第1 条ただし書きに規定する改正

規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総

会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお

り当社定款を変更するものであります。

１．変更案第18条第１項は、株主総会参考書類

等の内容である情報について、電子提供措置をと

る旨を定めるものであります。

２．変更案第18条第２項は、書面交付請求をし

た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限

定するための規定を設けるものであります。

３．株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要と

なるため、これを削除するものであります。

４．上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に

関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

第２章 株 式 第２章 株 式
第６条

（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総
数は、36,150,800株とす
る。

第６条
（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数
は、 69,599,576株とする。

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会

第12条～第17条

（条文省略）

第12条～第17条

（現行どおり）
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第18条

（株主総会参考書類等のイ

ンターネット開示とみな

し提供）
当会社は、株主総会の招
集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書
類および連結計算書類に
記載または表示をすべき
事項に係る情報を、法務
省令に定めるところに従
いインターネットを利用
する方法で開示すること
により、株主に対して提
供したものとみなすこと
ができる。

（新設）

（新設）

（削除）

第18 条

（電子提供措置等）

当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類等の内容である情

報について、電子提供措置をとるも

のとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる

事項のうち法務省令で定めるものの

全部または一部について、議決権の

基準日までに書面交付請求した株主

に対して交付する書面に記載しない

ことができる。

（附則）

１．変更前定款第18 条（株主総会

参考書類等のインターネット開示と

みなし提供） の削除および変更後

定款第18条（電子提供措置等）の新

設は、会社法の一部を改正する法律

（令和元年法律第70 号）附則第１条

ただし書きに規定する改正規定の施

行の日（以下「施行日」という）か

ら効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行

日から６ か月以内の日を株主総会

の日とする株主総会については、変

更前款第18 条はなお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を

経過した日または前項の株主総会の

日から３ か月を経過した日のいず

れか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を

除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員

（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了とな

りますので、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）４名の選任をお願いいたします。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する
当社の株式数
（株）

1

か す や と し あ き

粕 谷 俊 昭
1959年３月30日生

1982年４月 三井石油化学工業㈱

(現：三井化学㈱）入社

0

2007年７月 同社本社基礎化学品事業本部

フェノール副事業部長

2010年12月 同社本社基礎化学品事業本部

工業薬品事業部長

2013年10月 住友商事ケミカル㈱

企画開発本部長

2015年４月 同社執行役員有機化学品カン

パニー長

2018年４月 ダイソーケミカル㈱取締役

2019年10月 ㈱和円商事取締役副社長

2020年５月 当社代表取締役社長（現在）

取締役候補者とした理由

長年大手化学会社で化学品、樹脂原料の様々な事

業運営の経験を持ち、事業部長歴任、商社での事業

経験を通じて化学業界の人脈も豊富であり、当社の

最大顧客である帝人㈱とも深い人脈があります。

当社グループにおける事業の更なる発展、展開に

貢献してきた実績があることから、引き続き取締役

候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する
当社の株式数
（株）

2

う ち だ と し お

内 田 俊 夫
1951年４月２日生

1974年４月 日商岩井㈱（現：双日㈱）

入社東京海外経理課

0

1980年４月 同社東京合成樹脂部

1987年４月 同社台北支店化学品部課長

1996年10月 日商岩井香港有限公司（香港

法人）エネルギー・化学品部

部長

2002年７月 日商岩井プラスチック㈱

（現：双日プラネット㈱）企

画開発本部長

2006年５月 同社取締役物流資材部長

2009年７月 オー・ジー㈱入社

2011年３月 上海欧積貿易有限公司（中国

法人）出向

2014年４月 オー・ジー㈱経営企画室海外

戦略部

2019年８月 国際人材サポート協同組合代

表理事（現在）

2020年５月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由

長年大手商社で海外勤務、特に中国圏における勤

務が長く、その豊富な国際経験と海外における人脈

は、当社の海外展開を図っていくために貢献が期待

できることから、引き続き取締役候補者といたしま

した。

3

しのはら けんじろう

篠原顕二郎
1985年３月９日生

2011年９月 ㈱FFBC-Management入社

0

2015年１月 ㈱ハイシンクジャパン入社

2016年６月 CMC JAPAN㈱取締役

2018年９月 (同)サクセスインベストメン

ト代表社員

2020年５月 当社取締役（現在）

取締役候補者とした理由

中国語、英語が堪能であり、財務、経理及び経営

企画業務の経験を活かし、当社の国内外での新規事

業及び資金調達活動に不可欠な人材であることから

引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する
当社の株式数
（株）

4

ぐ み ん ち ぇ ん

GU MINCHEN
1963年３月15日生

1986年７月 同済大学建築設計研究院 設

計エンジニア

0

1995年２月 同済大学建築設計研究院 副

院長

2004年２月 上海華都建築計画設計㈲

代表取締役

2015年７月 上海華都建築計画設計㈲ シ

ニアコンサルタント（現在）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社経営陣からの独立性を有するほか、上海華都

建築計画設計㈲の代表取締役を歴任し、会社経営の

経験が豊富であります。その知識と経験、グローバ

ルで幅広い見識を活かし経営の重要事項の決定及び

業務執行に対し監督、助言をいただくことを期待し

社外取締役として選任しております。

(注)1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありませ

ん。

2.GU MINCHEN氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社はGU MINCHEN氏が選任された場合、同氏を東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出る予定であります。

3.当社は、取締役を被保険者として会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、被保険者が負担することになる役員等とし

ての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追

及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保

険により填補することとしております。各候補者が選任

された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれる

こととなります。また、当社は、本議案に係る取締役の

任期中に、当該保険契約を更新することを予定しており

ます。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となりますので、監査等
委員である取締役３名の選任をお願いいたします。

監査等委員である取締役候補者は、以下のとおり
であります。

本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会
の同意を得ております。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する
当社の株式数
（株）

1

もと ひで ゆき

本 秀 行
1951年３月22日生

1973年４月 ㈱北國銀行入行

46

1989年７月 同行 香港駐在事務所所長

2004年７月 同行 監査部長

2005年７月 アトム運輸㈱入社 取締役管

理本部長

2016年４月 当社入社 内部統制室長

2016年６月 当社取締役（常勤監査等委

員）（現在）

取締役候補者とした理由

㈱北國銀行における国内外での豊富な経験及び見

識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する

適切な助言・監督を行う能力を有しており、公正な

立場から取締役会等において業務執行の監督の役割

を果たすことが期待できることから、監査等委員で

ある取締役の候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する
当社の株式数
（株）

2

も ち づ き と お る

望 月 徹
1955年11月16日生

1979年４月 農林中央金庫 入庫

0

1983年４月 ＪＰモルガンチェース銀行

ＮＹ本店出向

1988年４月 大蔵省 出向

2001年４月 三菱商事㈱ 国際戦略研究所

プロデューサー/コンサルタ

ント

2009年４月 フィナンシャル・インスティ

チュート㈱（現：エクステン

ド㈱） 入社

2016年６月 桐生青果㈱ 社外取締役

2020年５月 当社社外取締役(監査等委員)

（現在）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社経営陣からの独立性を有するほか、長く金融

業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わ

ず、金融及び会社経営の分野に関する深い経験と見

識を有しております。また、同氏は大蔵省への出向

経験もあり、直接企業経営に関与した経験はありま

せんが、上記理由により当社のガバナンス経営に大

きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、

公正な立場から取締役会等において業務執行の監督

の役割を果たすことが期待できることから、引き続

き監査等委員である社外取締役の候補者といたしま

した。

3

か わ さ き ゆ た か

川 崎 豊
1974年３月25日生

1996年４月 ㈱扶桑 入社

0

1998年９月 ㈱アネスト 入社

2000年８月 同社取締役

2008年４月 ㈱ＥＳ 代表取締役社長

2012年12月 国会議員秘書（現在）

2013年４月 アイルエンジニアリング㈱

顧問（現在）

2018年４月 ㈱モンディアン顧問（現在）

2021年６月 当社社外取締役(監査等委員)

（現在）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

当社経営陣からの独立性を有するほか、㈱ＥＳの

代表取締役や国会議員秘書を務めており、その経歴

を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締

役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能

力を有しており、公正な立場から取締役会等におい

て業務執行の監督の役割を果たすことが期待できる

ことから、引き続き監査等委員である社外取締役の

候補者といたしました。
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(注)1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありませ

ん。

2.当社は、本秀行氏、望月徹氏及び川崎豊氏との間で、会

社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額として

おります。なお、本秀行氏、望月徹氏及び川崎豊氏が再

任された場合、当該契約を継続する予定であります。

3.望月徹氏及び川崎豊氏は、現在、当社の社外取締役であ

り、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時を

もって望月氏が２年１ヶ月、川崎氏が１年となります。

4.望月徹氏及び川崎豊氏は、社外取締役候補者でありま

す。

なお、当社は望月徹氏及び川崎豊氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出

る予定であります。
5.当社は、取締役を被保険者として会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、被保険者が負担することになる役員等とし

ての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追

及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保

険により填補することとしております。各候補者が選任

された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれる

こととなります。なお、当社は、本議案に係る監査等委

員である取締役の任期中に、当該保険契約を更新するこ

とを予定しております。

以上
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松任

JR西
日本 北

陸本線

JR松
任駅

至JR小
松

至JR金
沢

グランドホテル白山

松任中川一政
記念美術館

野々市
金沢

至

白山市松任
学習センター

千代女の里
俳句館

北陸信用金庫

白山市立
博物館 あさがお

テレビ

P
松任城址
公園

白山市松任
文化会館

松任

西新町
松任駅前

東三番町

株主総会会場ご案内図

会 場： 石川県白山市西新町152番地７

「グランドホテル白山」

２階 グローリーホール

TEL (076）274－0001

〔電 車〕 JR西日本北陸本線「松任駅」南口下車、徒歩約３分。

〔バ ス〕 北陸鉄道バス「松任」経由の路線バスをご利用くださ

い。「松任」バス停より徒歩約２分。

株 主 メ モ
事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎年６月下旬

公 告 方 法 電子公告（http://www.ktbo.co.jp）

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先

（電話照会先）

〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120－782－031（フリーダイヤル）

取次事務は三井住友信託銀行株式会社の

全国各支店で行っております。

上場金融商品取引所 東京証券取引所 スタンダード市場


